
横浜における創造的活動助成  

先駆的芸術文化活動部門 交付要網 

 

平成 20 年４月１日 

最近改正 平成 23 年３月 1 日 

 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は、横浜市芸術文化振興財団が、芸術文化の振興を図り創造都市形成に寄与す

ることを目的として行う先駆的で創造的な芸術文化活動への支援を実施するため、横浜におけ

る創造的活動助成先駆的芸術文化活動部門（以下「助成金」という。）の交付に関して必要な事

項を定めるものとする。 

 

（助成の対象となる活動、経費等） 

第 2 条 支援の対象は、個人又は団体が横浜市内で行う先駆的かつ創造的な芸術文化活動で、次に

掲げるものとする。 

(1) クリエイティブシティ・ヨコハマの形成に寄与すると認められる創造性にあふれた芸術

文化活動 

(2) 先駆的又は、実験的な公演・展示その他の活動で新しい表現や手法を取り入れ、芸術文

化活動に対する創造的社会的インパクトをもつと期待される活動 

2 助成の対象となる活動の実施期間は、毎年６月１日から翌年３月３１日までとする。 

3 助成の対象となる経費は以下のとおりとする。 

(1) 出演料、企画料 

(2) 作品制作費 

(3) 会場使用費 

(4) 印刷費、郵送費、保険料など事務費 

(5) 著作権料 

(6) 実施事業当日運営費 

(7) その他事業実施にあたって必要な経費で理事長が認めるもの  

４ 次に掲げる経費は助成の対象外とする。 

(1) 交際費、接待費 

(2) 打ち上げ費 

(3) 事務所等の備品購入費 

 

（助成の対象とならない活動） 

第 3 条 前条の規定にかかわらず、当該活動が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対

象から除外する。 

(1) この要綱による助成金以外に、横浜市から補助金又は助成金の交付を受けているもの。 

(2) 政治的又は宗教的普及宣伝活動と認められるもの。 

(3) 主として営利を目的とするもの。 

(4) 支出以上の収入が見込めるもの。 

(5) その他公序良俗に反する等支援対象として適当でないもの。 

 

（助成の申請） 

第 4 条 助成金の交付を希望する者は、次の各号に掲げる書類を添えて、横浜における創造活動

助成交付申請書（芸術文化活動部門第 1 号様式）（以下「申請書」という。）を理事長に提出し

なければならない。 

(1) 事業・活動実施計画書（企画書）（様式自由） 

(2) 事業・活動実施予算書（第１号様式別紙） 



(3) 申請当該事業内容を紹介する資料（任意提出） 

 

（芸術文化活動部門選考委員会） 

第 5 条 助成金の交付について審査するため、先駆的芸術文化活動部門選考委員会（以下「委員会」

という。）を置く。 
２ 委員会について必要な事項は、別に定める。 
 

（支援の方法及び内容） 
第 6 条 助成金の額は、対象 1 件につき、二百万円を超えない範囲とし、予算の範囲内で決定する。 
２ 前項の規程にかかわらず、委員会は事業実施経費に対する交付額の割合を交付条件として附する

ことができる。 
３ 助成金の交付は、同一対象活動につき３か年を限度とする。 
４ 前項の規定にかかわらず、理事長が特に必要と認める場合は、この限りではない。 
 

（交付の条件） 
第 7 条 理事長は、助成金の交付決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成するために必要

な条件を附すことができる。 
 

（交付決定及び通知） 
第8条 理事長は、第４条の規定による申請書を受理したときは、その内容を委員会において審査の上、

助成金交付の適否を決定するものとする。 
２ 前項の場合において、理事長は助成金の交付を適当と認めるときは、横浜における創造的活動助

成先駆的芸術文化活動部門交付決定通知書（第２号様式）により、その旨を申請者に通知するもの

とする。 
 

（実施報告書の提出） 
第 9 条 助成金の交付を受けた者又は団体（以下「助成対象者」という。）は、助成対象活動が完了し

たときは、事業終了後１か月以内に、助成対象活動の実施報告書（第３号様式）及び収支決算書（第

３号様式別紙）（以下「実施報告書」という。）を理事長に提出しなければならない。 
 

（助成金の支払い） 
第 10 条 助成金の支払いは、助成対象活動の完了後に、助成対象者による実施報告書及び請求書（第

４号様式）の提出を受けて行うものとする。但し、助成金の前払いが必要となる特段の事情が認め

られる場合は、事業の完了および実施報告書の提出を受ける前に支払うことができる。 
２ 前項の規程において助成金の前払いを申請しようとする者は、横浜における創造的活動助成先駆

的芸術文化活動部門事前交付申請書（第５号様式）を提出しなければならない。 
 

（交付決定の取消し） 
第 11 条 理事長は、次の各号に該当すると認めたときは、前８条の規定による助成金の交付決定の全

部又は一部を取り消すことができるものとする。 

(1) 第６条２項の規定による交付条件が附された場合において、収支決算時において助成対

象経費が交付決定時の金額を下回り、助成金の額が交付条件における割合を越えた場合。 

(2) 助成金の交付申請について、不正の事実があった場合。 

(3) 助成対象活動の遂行が、助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反している

と認められる場合。 

(4) 助成金を他の目的に使用した場合。 

(5) その他この要綱又はこの要綱に基づく定めに違反したと認められる場合。 
 
（事情変更による決定の取消し等） 

第 12 条 理事長は、助成金の交付決定をした場合において、天災地変その他交付の決定後生じた事情



の変更により、助成対象活動の全部若しくは一部を遂行することができなくなったときは、助成対

象活動のうち既に完了した部分以外の部分に限り、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消

し、又は、その決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができるものとする。 
 

（助成金の返還） 
第 13 条 理事長は、交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成

金が交付されているときは、期限を定めて、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

前項の場合において、返還は助成金交付取り消し決定および返還通知書（第６号様式）による。 
 

（書類等の整備保管） 
第 14 条 助成対象者は、当該助成対象活動にかかわる収入及び支出に関する帳簿、関係書類及び領収

書等の証拠書類等を整備しなければならない。 
２ 前項に規定する帳簿、関係書類及び領収書等の証拠書類は、助成金の交付を受けた年度の終了後

５年間保存しなければならない。 
 

（調査等） 
第 15 条 理事長は、助成金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、助成対象者に対し報

告をさせ、又は当該職員に質問をさせることができる。 
２ 理事長は、前項の規定による調査等により、当該助成対象事業が助成金の交付決定の内容又はこ

れに附いた条件に適合していないと認めるときは、助成対象者に対し、これに適合させるための措

置をとるべきことを指示することができる。 
３ 助成対象者は、前項の規定による指示を受けたときは、これを誠実に遵守しなければならない。 
 

（書類の閲覧） 
第 16 条 理事長及び助成対象者は、本規程に定める書類又はその写しを、一般の閲覧に供しなければ

ならない。ただし、助成対象者の個人情報のうち氏名を除いた部分は閲覧に供しないものとする。 
２ 前項の閲覧を行う期間は、助成金を交付した日から２年間とする。ただし、第４号様式及びその

添付書類又はその写しについては、当該書類を理事長に提出した日から２年間とする。 
３ 第１項の閲覧を行う場所及び時間は、次の表のとおりとする。 
 理 事 長 助成対象者 

閲覧場所 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 
協働推進グループ 助成対象者が指定する場所 

閲覧時間 
月曜日から金曜日までの午前９時３０分から午後 
６時１５分まで。 
休日及び年末年始を除く。 

助成対象者が指定する時間 

 
（情報公開） 

第 17 条 理事長及び助成対象者は、対象活動に関する情報の公開及び提供に努めるものとする。 
 

（その他） 
第 18 条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 
 

附 則 
（施行期日） 
 この要綱は、平成２２年３月１日から施行する。 
 
 



附 則 
（施行期日） 

 この要綱は、平成２３年３月１日から施行する。 
 
 
 


